
平
成
２
０
年
度
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
に
つ
い
て 

 
平
成
２
０
年
度
の
労
働
関
係
諸
法
令
に
関
す
る
主
な
改
正
点
を

ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

●
労
働
契
約
法
の
創
設
（
３
月
１
日
施
行
） 

 

労
働
契
約
の
ル
ー
ル
を
初
め
て
単
独
の
法
律
で
定
め
た
『
労
働

契
約
法
』
が
、
第
１
６
８
回
国
会
に
お
い
て
一
部
修
正
さ
れ
、
平

成
１
９
年
１
１
月
２
８
日
に
成
立
、
同
年
１
２
月
５
日
に
、
平
成

１
９
年
法
律
第
１
２
８
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
今
年
の
３
月
１
日

に
施
行
と
な
り
ま
し
た
。 

 

近
年
、
働
き
方
が
多
様
化
し
、
働
く
人
の
意
識
も
変
わ
っ
て
い

く
傾
向
に
あ
る
中
、
労
働
契
約
を
め
ぐ
っ
て
、
労
働
者
と
会
社
と

の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
件
数
も
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ま
で
は
、
労
働
契
約
に
特
化
し
た
民
事
的
な
ル
ー
ル
を
規

定
し
た
法
律
は
存
在
せ
ず
、
民
法
や
民
事
裁
判
の
判
決
例
と
い
っ

た
も
の
で
対
応
・
判
断
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

し
か
し
、
今
回
、
積
み
重
ね
ら
れ
た
判
決
例
を
基
に
労
働
契
約

法
が
制
定
さ
れ
、
今
後
は
、
労
働
契
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
、 

労
働
契
約
法
に
照
ら
し
て
そ
の
適
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。 

※
労
働
契
約
法
５
つ
の
基
本
原
則 

こ
の
労
働
契
約
法
に
関
し
ま
し
て
は
、
今
後
こ
の
紙
面
に
て
連

載
記
事
で
お
伝
え
し
て
行
く
予
定
で
す
。 

 

●
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
（
４
月
１
日
施
行
） 

 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
月
号
お
よ
び
今
後
の
連
載
記
事
で

お
伝
え
し
て
行
く
予
定
で
す
。 

 

●
介
護
保
険
料
率
の
改
定
（
３
月
１
日
施
行
） 

 
 

＊
１
．
１
３
％ 

     

 給
与
計
算
に
お
い
て
は
、
料
率
の
登
録
変
更
を
忘
れ
ず
に
行
い 

ま
し
ょ
う
。 

※
健
康
保
険
組
合
に
つ
い
て
は
、
各
組
合
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
別
途
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

●
国
民
年
金
保
険
料
の
改
定
（
４
月
１
日
施
行
） 

 

 

 

 
 

※
３
１
０
円
の
負
担
増
と
な
り
ま
す
。 

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
（
４
月
１
日
施
行
） 

４
月
か
ら
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
が
始
ま
り
ま
す
。 

現
在
、健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
・
扶
養
に
入
っ
て
い
る
方
、 

国
民
健
康
保
険
に
入
っ
て
い
る
方
等
様
々
で
す
が
、
７
５
歳
以
上

の
方
は
一
律
都
道
府
県
単
位
で
市
町
村
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
と
な
り
ま
す
。 

 
※
ポ
イ
ン
ト 

 

会
社
と
し
て
行
う
こ
と
は
、
以
下
の
手
続
き
で
す
。 

 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
場
合
は
、
特
に
手
続
き
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に
７
５
歳
以
上
の
方
に
は
３
月
下
旬
に
市

町
村
か
ら
「
被
保
険
者
証
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
４
月
以

降
に
７
５
歳
以
上
に
な
る
方
に
は
、誕
生
日
の
約
２
週
間
前
に「
被

保
険
者
証
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
被
扶
養
者
が
い
る
方
の

場
合
は
、
扶
養
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
国
保
等
へ
切
り
替
え
が

必
要
と
な
り
ま
す
。 
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⑤ ④ ③ ② ① 

労
働
者
と
会
社
は
、
権
利
を
み
だ
り
に
行
使
し
な
い
こ
と 

労
働
者
と
会
社
は
、
誠
実
に
権
利
を
行
使
し
、
義
務
を
履

行
す
る
こ
と 

労
働
者
と
会
社
は
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
配
慮
す
る
こ

と 労
働
者
と
会
社
は
、
就
業
形
態
に
応
じ
て
均
衡
を
考
慮
す

る
こ
と 

労
働
者
と
会
社
は
、
対
等
の
立
場
で
合
意
す
る
こ
と 

本
人
負
担 

会
社
負
担 

０
．
５
６
５
％ 

０
．
５
６
５
％ 

１
４
，
４
１
０
円 

④ ③ ② ① 

医
療
費
の
自
己
負
担
は
一
般
は
１
割
、
現
役
並
み
所
得
の
方

は
３
割
で
す 

保
険
料
は
広
域
連
合
ご
と
に
決
ま
り
、
原
則
と
し
て
年
金
か

ら
徴
収
し
ま
す 

７
５
歳
以
上
の
方
が
対
象
（
一
定
程
度
の
障
害
が
あ
る
方
は

６
５
歳
以
上
） 

 

制
度
の
運
営
は
各
都
道
府
県
の
広
域
連
合
が
行
い
ま
す 

被
保
険
者
の
扶
養
し
て

い
る
人
が
７
５
歳
以
上 

社
会
保
険
の
被
保
険
者

で
７
５
歳
以
上
の
人 

４
月
１
日
付
で
被
扶
養
者
か
ら
外
す 

４
月
１
日
付
で
喪
失
さ
せ
る 


